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自転車活用推進功績者表彰の概要

１．目的

自転車活用推進功績者表彰は、自転車活用推進法第１５条に基づき、自転車

、の活用の推進に関し特に顕著な功績があると認められる個人又は団体を表彰し

もって自転車の活用の推進に寄与することを目的とする。

２．表彰の対象

（１）自転車の利用の増進により、地域の環境改善等に顕著な功績があった者又は

団体

（２）自転車競技の振興等により、国民の健康の増進に顕著な功績があった者又は

団体

（３）高い安全性を備えた自転車の供給等に顕著な功績があった者又は団体

（４）自転車利用者に対する交通安全教育の推進等により、自転車の活用を推進す

る上での交通安全の確保に顕著な功績があった者又は団体

（５）その他自転車活用の推進により、地域の活性化等公共の利益の増進に顕著な

功績があった者又は団体

３．表彰権者

自転車活用推進本部長

４．表彰の時期

毎年１回、自転車月間である５月に実施（特別の必要があると認められる場

合は、随時表彰 。）

５．表彰の手続

①表彰候補者については、関係府省庁、都道府県、政令指定都市が推薦

②有識者で構成される選考委員会において受賞者案を選定

③最終的な受賞者の決定は自転車活用推進本部長

【参考】

自転車活用推進法（平成 年法律第 号 （抄）28 113 ）

（表彰）

第十五条 国土交通大臣は、自転車の活用の推進に関し特に顕著な功績があると認め

られる者に対し、表彰を行うことができる。


